
第 1 条 本誌は、総説、報⽂、技術報告、研究ノート、資料、情報、その他編集委員会が必要と認めたもの

を掲載する。 

第 2 条 投稿における筆頭著者は、本会会員に限る。ただし共著者はこの限りではない。 

第 3 条 投稿は本会ウエブサイト からの電⼦投稿とし、事務局受理⽇を受付⽇、審査終了⽇を受理⽇とす

る。 

第 4 条 論⽂は和⽂または英⽂とする。 

第 5 条 総説は、原則として編集委員会より依頼する。報⽂、技術報告および研究ノートは原著とし、他誌

に未発表のものに限る。 

(1)  報⽂は，独創的な研究で，新しい事実と価値ある結論を有するものとする。 

(2)  技術報告は、有⽤なデータを含み、本学会関連分野の技術向上に寄与するものとする。 

(3)  研究ノートは新しい事実やデータを含む短い報告で、公表することにより学会に寄与するものとする。 

(4)  資料は、調査・統計などをその内容とし、本会員の研究に役⽴つものとする。 

(5)  情報は、解説記事、国内外の⾷品産業の動向、国際会議報告、研究所の紹介記事など本会員に有⽤な

ものとする。 

第 6 条 報⽂その他の掲載は、原則として受理順とするが、その採否および掲載順は編集委員会の判断によ

る。 

第 7 条 編集委員会は、投稿原稿の内容および字句について不適当と認めた場合は、著者に訂正または検討

を求めることがある。 

第 8 条 再提出を求められた原稿は、返送⽇から２カ⽉以内に事務局へ返却する。２カ⽉以上経過した場合

は、新規受付として取り扱う。 

第 9 条 １）報⽂、技術報告、資料および情報は刷り上がり６⾴以内、研究ノートは４⾴以内（図、表を含



む）とする。図はトレースをする必要のない鮮明な原稿を添付する。トレースが必要な場合は別途実費を徴

収する。 

２） 英⽂論⽂の場合、原則、専⾨機関などにて英⽂校閲を済ませ、その証明書を添付して投稿する。和⽂

論⽂の場合、英⽂要旨と英⽂で書かれた図表については、投稿後、担当編集委員や査読者の判断により英⽂

校閲を求めることもある。なお、審査過程で⼤幅に修正があった場合は再度校閲を求めることもある。さら

に、証明書が添付されている場合でも担当編集委員、査読者の判断で再度校閲を求める場合もある。いずれ

も校閲費⽤は著者負担とする。 

第 10 条 原稿は、現在までに投稿された論⽂と同⼀の形式で作成する。なお、原稿には和英両⽂の題⽬、著

者名、所属などを記⼊した送状も記載し、投稿時に提出する。 

第 11 条 初校の校正は著者が⾏う。 

第 12 条 本誌に掲載された論⽂の著作権は、「⾷・農データサイエンス部会」に属する。 

第 13 条 ヒトを対象とする研究では、世界医師会（World Medical Association）総会にて承認されたヘルシ

ンキ宣⾔の精神に則り、著者の所属機関における倫理審査委員会等の承認を受けたものであること、研究協

⼒者には⽂書によるインフォームド・コンセントを得ていることとする。また動物を⽤いた研究は「実験動

物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年 4 ⽉ 28 ⽇環境省告⽰第 88 号）」を遵守して

⾏われたものとする。 

第 14 条 論⽂等の投稿の際には、利益相反関係に留意し、投稿時に適切な処置を講じるものとする。 

第 15 条 この規定に定められていない事項は編集委員会で審議・決定する。 

 


